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送
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る
。
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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
国
土
交
通
省
の
中
国
地
方
圏
に
あ
る
地
方
支
分
局
に
勤
務
す
る
者
の
年
次
休
暇
の
取
得

状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
の
中
国
地
方
圏
（
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
及
び
山
口
県
）
に
あ
る
地
方
支
分
部
局
の
職
員
の

平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
及
び
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
年
次
休
暇
の
取
得
状
況
を
、
各
地
方
支
分
部
局
ご
と
に
、
職
名
別
及
び
職
務
の
級
別
に
お
示
し
す
る
と
、
別
表

第
一
及
び
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
と
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の

間
の
年
次
休
暇
の
取
得
状
況
に
係
る
変
化
の
状
況
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
年
次
休
暇
は
、
職
員
が
希
望
す
る
時
期
に
、
理
由
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
請
求
し
承
認
を
得
て
使
用
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
請
求
を
受
け
た
各
省
各
庁
の
長
は
、
年
次
休
暇
の
取
得
の
理
由
を
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、

右
の
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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